
　４　美しいとやまの創造と保存に寄与する施策（ソフト事業）

　　（１）市民意識の啓発に資する事業

事　業　名 予算額 概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

県庁線等の中心市街地の幹線における街路緑化景観の

（ 新 規 事 業 ） 向上を図る。

中 心 市 街 地 等 街 路 35,000     ・植樹帯・街路樹等の基本管理の充実 道路維持課

緑 化 景 観 向 上 事 業     ・季節感と彩りのある植樹帯の整備

    ・雪囲いの活用による冬期間の景観の創出

    ・交差点付近の視距の確保と飾花整備

都市景観形成に関す 4,500 都市計画課

る条例の検討

不 法 投 棄 防 止 13,000   ゴミの不法投棄未然防止のため､パトロールを行う｡ 環境保全課

パ ト ロ ー ル 事 業

富山駅周辺に設置している市営自転車駐車場について

平成１５年４月から無料化するとともに、２４時間利

（ 新 規 事 業 ） 用施設として利用者の利便の向上を図る。

自 転 車 駐 車 場 ・対象施設 管 財 課

の 無 料 化 0 　富山駅南第１自転車駐車場（収容台数８８０台）

　富山駅南第２自転車駐車場（収容台数３２２台）

　富山駅北自転車駐車場　　（収容台数４７０台）

公共の場所への無秩序な自転車駐車を抑制し､都市機

能の維持と、良好な自転車走行環境の形成を図る。

放置自転車対策事業 17,169 ・富山駅周辺の自転車放置禁止区域における放置自転 交通安全課

　車の移動指導及び撤去

・中心市街地の歩道上に駐車する自転車の整理

・ＪＲ、地鉄駅における自転車駐車場の設置及び管理

「個性的な都市景観の創造」「自然景観や歴史的景観の
保全」「市民参画による景観まちづくりの推進」等の総合的
な景観まちづくりの取り組みのため、（仮称）富山市景観ま
ちづくり条例を検討する。



　　（２）市民と行政の協働による景観づくり事業

事　業　名 予算額 概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

市、市民、事業者等が相互に協力して公共の場所の美

（ 新 規 事 業 ） 化を推進し、清潔で健全な生活環境の確保に努める。

ま ち の 環 境 4,839 　・「美化推進巡視員」の委嘱 市 民 生 活

美 化 推 進 事 業 　・「美化推進デー」の設定 相 談 課

　・「富山市まちの環境美化推進連絡協議会」の開催

( 新 規 事 業 )
アーバン・アテン ダ
ン ト 事 業

  8,000

富山駅周辺や中心商店街などの中心市街地において、来
街された人々誰もが安心して、楽しく、快適に買い物など
ができるように、まちの案内、挨拶、介助、清掃・整理など
のさわやか活動を行うスタッフを配置して、富山市のイメー
ジアップと街の環境美化意識の高揚を図る。

中心市街地
活性化推進
室

・活動範囲　富山駅周辺・総曲輪・中央通り・西町
            その他中心市街地
・活動日時　毎週土・日曜日　午前１１時から午後
            ４時まで
・スタッフ　２０名(１日８人：２人１組で４班体制)

　地域住民の協力を得ながら、川や海などをきれい

環 境 美 化 運 動 2,384 にする実践活動を行い環境美化を推進する。 環境 ｾﾝﾀｰ

実 践 事 業 　（新規事業） 管 理 課

　・山をきれいにする日を設け山の清掃活動を行う。

（ 新 規 事 業 ）
ポスターの街・とやま支
援 事 業

　
　2,000

「世界ポスタートリエンナーレ・トヤマ」と連携し、市民参加
型のイベントを実施する「ポスターの街・とやま」事業を支援
する。

薬業物産課

（ 再 掲 第 1 － 1 － (2) ）

と や ま ス ノ ー ピ ア ー ド
補 助 事 業

 
  4,000

冬の富山の夜を華やかに彩り、雪に親しみ、雪を楽しむ、
明るく健康的な冬の富山を広くＰＲし、まちの活性化に寄
与する。 観光振興課

（ 再 掲 第 1 － 3 － (1) ） ・開催時期　平成1５年1２月1日～1６年１月31日

県庁線等の中心市街地の幹線における街路緑化景観の

（ 新 規 事 業 ） 向上を図る。

中 心 市 街 地 等 街 路 35,000     ・植樹帯・街路樹等の基本管理の充実 道路維持課

緑 化 景 観 向 上 事 業     ・季節感と彩りのある植樹帯の整備

    ・雪囲いの活用による冬期間の景観の創出

（ 再 掲 第 1 － 4 － (1) ）     ・交差点付近の視距の確保と飾花整備

はり紙防止塗装事業 1,500 都市計画課照明柱等へのはり紙を防止するため、貼っても剥がれやす
い塗装を施すことにより、都市景観の向上に努める。



事　業　名 予算額 概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

（ 新 規 事 業 ）

はり紙等の簡易除却 1,300 都市計画課

事業

・花のあるまちづくり推進事業

　身近な緑の環境をより豊かにするため、植樹桝等を

　活用した市民参加による緑化活動を推進支援する。

・花づくりクオリティーアップ推進事業

花 と 緑 の 推 進 事 業 41,129 　緑と調和した季節感のある自然風花壇づくりに対応 公園緑地課

　するため、花壇の改善と品質の向上を図る。

・地域緑化推進事業

　花いっぱいコンクールの実施、緑を育てる推進員の

　育成等

はり紙等が特に頻繁に貼られている４小学校の半径５００ｍ
以内の幹線道路で、青少年の健全育成の観点から、簡易
除却作業を実施する。
４小学校
広田小学校、奥田小学校、光陽小学校、蜷川小学校


